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議案第１１０号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

9,715 9,715 9,715 9,715 9,715 48,575

9,715 9,715 9,715 9,715 9,715 48,575

- - - - - -

- - - - - -

9,715 9,715 9,715 9,715 9,715 48,575

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

26,494人（平成29年度）

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市産業交流センター）

廿日市市産業交流センター

廿日市市本町5番1号

地域産業の振興を図り、あわせて地域の交流活動を促進する。

廿日市市産業交流センターの管理

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

別紙①のとおり

廿日市商工会議所

38,571千円（5年間の計）　（年平均　7,714千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 廿日市
はつかいち

商 工
しょうこう

会議所
かいぎしょ

 

代表者氏 名
ふりがな

 細 川
ほそかわ

  匡
ただし

 設立年月日 H10年 4月 1日  

事務所の 

所在地 

〒738-0015 

廿日市市本町５番１号 

職員数 14名 売上高 － 

経営理念 

商工会議所は、地域商工業者の意見を代表し、商工業の振興に力を注ぎ、国民

経済の健全な発展に寄与するための地域経済総合経済団体である。したがって、

商工会議所の活動には、大企業も中小企業も、みんな力を合わせて、都市を住み

良く、働きやすいところにするという念願が込められている。 

 

主な 

業務内容 

・経営相談・支援事業 

（経理・決算業務、独自共済制度、専門家相談、ビジネスマッチング等） 

・地域振興事業 

（商店会活性化支援、トライアスロン大会開催、二百廿日豊年市民祭開催等） 

・会員・地域交流事業 

（部会、委員会事務局、各種検定施行等） 

経営方針 

平成 30年度スローガン 

～ 変革し続けなければ、生き残れない。 ～ 

挑戦！挑戦！挑戦！意志あるところに道はある。 

「変革しなければ、生き残れない」との危機感に基づき、「挑戦！挑戦！挑戦！

意志あるところに道はある。」とし、さらに「変化への対応と基本の徹底」を追

求する。 

類似事業の 

受託等実績 

H15年商工保健会館建設時より受託。 
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 別紙② 

廿日市市産業交流センターに係る指定管理者候補者の選定について 

  

環境産業部産業振興課 

 

 廿日市市産業交流センターの指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年７月２０日（金）から平成３０年８月３０日（木）まで 

○ 申請者 

廿日市商工会議所（廿日市市本町５番１号 会頭 細川 匡） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的（産業の振興、地域交流活動の推進、産業振興・地域交流に

関する情報提供等）との適合性 

(2) 使用者に対するサービス向上 

(3) 利用促進、使用者増への取組 

(4) その他、新規、魅力的な提案の有無 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 当該施設の管理運営に係る市の経費 

(2) 実現の可能性 

４ 管理を安定して行う人的及

び物的能力（又は確保できる

見込み） 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、廿日市商工会議所を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 廿日市商工会議所 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・３期１３年、指定管理者として適切な管理運営の実績があること。 

・事業者や産業支援機関が行う展示会や各種セミナー、会議の開催等、廿日市商工会議所の事業と一体

的、相乗的に展開できること。 

・地元商工業者等の需要把握からニーズに応じた的確が可能であること。 

・インターネットで予約状況が確認できるシステムの導入など、利用者の利便性、業務の効率化などの

取組が行われていること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１１１号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 6,225

1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 6,225

- - - - - -

- - - - - -

1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 6,225

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

2,153人（平成29年度）

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市宮島商工会館）

廿日市市宮島商工会館

廿日市市宮島町527番地1

商工業の発展及び振興を図り、あわせて地域の交流活動を促進する。

宮島商工会館（3・4階）の管理

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

別紙①のとおり

宮島町商工会

6,223千円（5年間の計）　（年平均　1,244千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 宮 島 町
みやじまちょう

商 工 会
しょうこうかい

 

代表者氏 名
ふりがな

 梅 林
うめばやし

 保
やす

 雄
お
 設立年月日 昭和 44年 10月 18日  

事務所の 

所在地 

〒739-0588 

廿日市市宮島町５２７－１ 

職員数 6名 売上高 － 

経営理念 

 

本商工会は、地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、併せて社会一般

の福祉の増進に資し、もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とす

る。 

 

 

主な 

業務内容 

・経営発達支援事業の推進。 

・商工業に関し、相談に応じ、または指導を行うこと。 

・商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

・商工業に関する調査研究を行うこと。 

・商工業に関する講習会又は、講習会を開催すること。 

 

経営方針 

 

宮島地域の経済発展と産業振興、中小企業・小規模事業者の経営発展と事業活性

化に貢献するための事業に取り組む。 

 

 

類似事業の 

受託等実績 

 

廿日市市宮島商工会館の指定管理を 3 期 13 年（３年・５年・５年）行っている

実績がある。 
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 別紙② 

廿日市市宮島商工会館に係る指定管理者候補者の選定について 

  

環境産業部産業振興課 

 

 廿日市市宮島商工会館の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年７月２０日（金）から平成３０年８月３０日（木）まで 

○ 申請者 

宮島町商工会（廿日市市宮島町５２７番地１ 会長 梅林 保雄） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的（産業の振興、地域交流活動の推進、産業振興・地域交流に

関する情報提供等）との適合性 

(2) 使用者に対するサービス向上 

(3) 利用促進、使用者増への取組 

(4) その他、新規、魅力的な提案の有無 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 当該施設の管理運営に係る市の経費 

(2) 実現の可能性 

４ 管理を安定して行う人的及

び物的能力（又は確保できる

見込み） 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、宮島町商工会を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 宮島町商工会 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・３期１３年、指定管理者として適切な管理運営の実績があること。 

・島内の事業者や産業経済団体が行う会議やセミナー、実行委員会によるイベントの調整等、宮島町商

工会の事業と一体的、相乗的に展開できること。 

・地元商工業者等の需要把握からニーズに応じた的確が可能であること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１１２号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

10,820 11,040 11,260 11,480 11,700 56,300

1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 9,500

8,200 8,400 8,600 8,800 9,000 43,000

720 740 760 780 800 3,800

10,197 10,672 10,852 11,077 11,187 53,985

623 368 408 403 513 2,315

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市岩倉ファームパーク）

廿日市市岩倉ファームパーク

廿日市市津田856番地1　外

18,655人（平成29年度）

ファームパークの事業の実施に関する業務、利用の許可、利用促進、施
設・設備の維持管理

地域にある自然環境を利活用することにより、広域的な交流を促進し、あ
わせて地域の活性化と市民の保健、休養及び教育に資するため。

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

別紙①のとおり

一般社団法人はつかいち観光協会

9,515千円（5年間の計）　（年平均　1,903千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

 はつかいち観光
かんこう

協会
きょうかい

 

代表者氏 名
ふりがな

 塩田
し お だ

 均
ひとし

 設立年月日 平成２２年８月２日 

事務所の 

所在地 

〒７３８－００１５ 

広島県廿日市市本町５－１ 

職員数 ６人 売上高 
平成 29年度 

４８,９７６,５４６円 

経営理念 

観光事業を通して地域社会に貢献する 

 

 

主な 

業務内容 

１．観光地の宣伝、紹介及び観光客の来訪の促進 

２．観光客の受け入れ体制の充実 

３．観光に関する情報の収集及び調査研究 

４．観光関係従事者の資質の向上のための研修 

５．観光諸行事の開催及び協力 

６．観光施設の管理・運営受託 

７．観光関係諸団体との協調した総合的な観光振興 

８．特産品の販売と通販事業 

９．旅行業に基づく旅行業他 

経営方針 

 当法人は、廿日市市及びその周辺地域と連携して、集客を創出する事業施策の

立案・実行を行うとともに、観光客の誘致に努め、受入体制の整備や歴史遺産の

活用を図り、観光事業を通して地域経済の発展と地域文化の向上に寄与すること

を目的とする。 

 

 

類似事業の 

受託等実績 

１．憩いの森（極楽寺山キャンプ場） 

２．はつかいちアルカディア（ふれあいの森、さくらの里及びふるさと会館） 
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 別紙② 

廿日市市岩倉ファームパークに係る指定管理者候補者の選定について 

  

環境産業部観光課 

 

 廿日市市岩倉ファームパークの指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月１３日（月）から平成３０年９月５日（水）まで 

○ 申請者 

一般社団法人はつかいち観光協会（廿日市市本町５番１号 代表理事 塩田 均） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的との整合性 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

(4) 利用料金について 

(5) 管理運営に係る経費が、市が定める管理費内であること。 

３ 施設管理を安定して行う人的及

び物的能力 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

４ その他、施設の目的を達成する

ために十分な能力を有しているも

のであること。 

パートナーシップ（市との信頼関係に基づくパートナーシップ） 

※適切でない場合は失格 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、一般社団法人はつかいち観光協会を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 一般社団法人はつかいち観光協会 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・各団体、組織との連携ができる団体であること。 

・岩倉ファームパークを発着のツアー設定など、周辺観光の中継点としての活用による集客増が見込ま

れること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１１３号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

66,260 81,683 69,692 69,692 69,692 357,019

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

40,563 52,336 42,693 42,693 42,693 220,978

15,697 19,347 16,999 16,999 16,999 86,041

64,639 72,860 66,021 66,021 66,021 335,562

1,621 8,823 3,671 3,671 3,671 21,457

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

６　主な提案内容

・ 宮島、包ヶ浦専用観光マップの作成

・ 利用者の送迎

・ 立網漁などの体験型ツアーの提案

・ ＳＮＳによる情報発信

・ 積極的なイベントの誘致

ケビン宿泊者6,889人、キャンプ場利用者8,015人、
テニスコート利用者178人（平成29年度）

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市宮島包ヶ浦自然公園）

廿日市市宮島包ヶ浦自然公園

廿日市市宮島町1195番地

市民に自然とふれあう場を提供し、もって市民の保健、休養及び教化に
資するため。

包ヶ浦自然公園の利用の許可、利用料金の徴収、施設・設備の維持管
理

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

別紙①のとおり

株式会社ＥＬＥＯＳ

45,000千円（3年間の計）　（年平均　15,000千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

ＥＬＥＯＳ
え れ お す

 

代表者氏 名
ふりがな

 岩
いわ

﨑
さき

 竜 三
りゅうそう

 設立年月日 
平成２１年３月２４日 

（平成２３年３月１７日商号変更） 

事務所の 

所在地 

〒738-0042 

広島県廿日市市地御前 218-16 

職員数 ８０名 売上高 １５４，６９９（千）円 

経営理念 

スピード、アクション、チャレンジを経営理念としております。 

正確に丁寧な情報を元にスピードをもって確実に成し遂げる。 

まず行動して正しい判断のもと失敗を恐れずチャレンジする。 

 

主な 

業務内容 

・ビル管理業 

・清掃業 

・指定管理業 

 

 

経営方針 

・全ての業種において丁寧に確実に対応する会社を目指す。 

・目先の欲におぼれずただひたすら実直に素直に事を成す。 

・公平、公正、平等、安全、安心を日々自問自答する。 

 

 

類似事業の 

受託等実績 

包ヶ浦自然公園、みやじま杜の宿、福祉センター、宮島学園、市民センター 

岩惣、わたなべ旅館、ゲストハウスきくがわ、ばくだん屋 
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 別紙② 

廿日市市宮島包ヶ浦自然公園に係る指定管理者候補者の選定について 

 

環境産業部観光課 

  

 廿日市市宮島包ヶ浦自然公園の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年７月２日（月）から平成３０年８月８日（水）まで 

○ 申請者（受付順） 

株式会社ＥＬＥＯＳ（廿日市市地御前２１８番１６号 代表取締役 岩﨑 竜三） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合点数方式（あらか

じめ定めた審査項目を評価し、審査基準ごとに総合評価し採点する方式）により採点を行い、適格性を審査して選定する。 

（2） 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 配点ウェイト 

１ 市民の平等な利用が確保されて

いること。 

(1) 利用者の平等な利用の確保 

(2) 高齢者や障がいのある人等への配慮 
５点 

(1)が確保されない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限発揮するも

のであること及びその管理に係る

経費の縮減が図られるものである

こと。 

(1) 施設の効用の発揮（施設の設置目的との

整合性、利用者に対するサービスの向上、

利用促進への取組、利用料金） 

(2) 管理経費の縮減 

４５点 

３ 事業計画書に沿った管理を安定

して行う人的、物的能力を有して

おり、又は確保できる見込みがあ

ること。 

(1) 物的能力・人的能力（意欲や熱意、人員

体制及び組織体制、緊急事態や苦情処理等

への対応、個人情報等の適正な管理体制

等） 

(2) 安定性、実績等（財政基盤、実績等） 

４５点 

４ 施設の役割に適合した事業を行

う能力を有しているものであるこ

と。 

地域の活性化（自然を活かしたくつろぎ空間

の創出、地元雇用や地域の活性化） 

 

１５点 

５ その他、施設の目的を達成する

ために十分な能力を有しているも

のであること。 

パートナーシップ（市との信頼関係に基づく

パートナーシップ） 

 

適切でない場合は失格 

合  計  点  数 １１０点 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、株式会社ＥＬＥＯＳを指定管理者の候補者として選定した。 

総合判定 適 

団 体 名 

（点 数） 

株式会社ＥＬＥＯＳ 

（７５．８） 

総 評 

 審査基準に基づき審査した結果、地域の活性化や外国人への配慮、集客に向けたメニューの開発等の

意欲が評価され、次期指定管理者の候補者として選定された。 

 （管理費用提案額：50,000千円） 

※点数は各委員の平均値 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１１４号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理納付金

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

348,500 363,648 369,796 370,444 371,092 1,823,480

172,000 177,148 179,796 179,944 180,092 888,980

176,500 186,500 190,000 190,500 191,000 934,500

348,123 361,586 368,837 369,826 370,814 1,819,186

38,825 47,825 48,500 48,525 48,550 232,225

309,298 313,761 320,337 321,301 322,264 1,586,961

377 2,062 959 618 278 4,294

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

６　主な提案内容

・ 利用者ニーズに沿ったプラン（観光体験等）の設定

・ モバイル決済導入

・ ＶＲ３６０度映像機器の導入による廿日市市の観光地の紹介

・ キラーメニュー（豪快海鮮バーベキュー等）の開発

公の施設の指定管理者の指定について（国民宿舎（みやじま杜の宿））

国民宿舎みやじま杜の宿

廿日市市宮島町大元公園内

収支の差

市民及び一般観光客の保養並びに健康の増進に寄与し、あわせて観光
事業の発展に資するため。

杜の宿の事業の実施に関する業務、利用の許可、利用促進、施設・設備
の維持管理

金額（消費税及び地方消費税を含む。）
※

宿泊27,730人、休憩・会議8,115人、入浴4,630人、食堂4,971人（平成29
年度）

180,000千円（5年間の計）＋定率分5％　（年平均　36,000千円＋定率分
5％）

支　　　出

指定管理納付金

その他の支出

収　　　入

利用料金

その他の収入

項　　　目

別紙①のとおり

株式会社共立メンテナンス
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 株式
かぶしき

会社
がいしゃ

合人社
ごうじんしゃ

計画
けいかく

研 究 所
けんきゅうしょ

 

代表者氏 名
ふりがな

 代表取締役 福井
ふ く い

 滋
しげる

 設立年月日 昭和 55年 1月 9日 

事務所の 

所在地 

〒730-8570 

広島市中区袋町 4番 31号 

職員数 964名 売上高 220億 2625万円 

経営理念 “高品質・低価格の管理サービスを追求” 

主な 

業務内容 

・分譲マンション、リゾートマンション、プール、アスレチックジム、コンドミニ

アム、市街地再開発ビル等区分所有建物の企画立案及び管理受託 

・ＰＦＩ事業における公共建築物の企画・立案と管理・運営受託 

・建築設計・監理 

・公園緑地設計、地域環境計画 

経営方針 

当社は、公共施設の運営・維持管理に関して、民間のノウハウを活用し、事業リス

クの最適化及び提供サービス・コストパフォーマンス（税金の使用効率）の向上を

実現します。また、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である ISO 

27001:2013 に準拠した「情報セキュリティマネジメントシステム」を構築し、確保

された情報セキュリティのもと、適切な経営情報の公開に努めております。 

類似事業の 

受託等実績 

■ホテル運営 

 施設名：ＨＯＴＥＬ ＥＭＩＴ ＵＥＮＯ 

 建物概要：敷地面積 49.94坪、延床面積 361.4坪、階数地上 10階 

 営業施設：シングル 9室、ダブル 50室、露天風呂付きツイン 1室、 

      ダブル（バリアフリー）1室、カフェラウンジ 

■区部ユースプラザ整備等事業 

 施設名：ＢＵＭＢ東京スポーツ文化館 

 受託内容：スポーツ施設・レストラン・温浴施設を含む宿泊施設の設備整備及び 

      施設全体の運営・維持管理 

 受注額：約 1,900,000千円 

■総合健康ゾーン整備運営事業 

 施設名：ウェルストーク豊岡 

 受託内容：屋内温水プール・フットサルコート・クライミングウォール・ 

      スタジオ・温浴施設用の施設整備及び施設全体の運営・維持管理 

 受注額：約 560,000千円 

主な 

担当業務 

（コンソーシアムで申請する場合のみ記載） 

杜の宿の施設及び設備の維持管理に関する業務 
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 東洋
とうよう

観光
かんこう

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

 

代表者氏 名
ふりがな

 今井
いまい

 誠則
まさのり

 設立年月日 昭和２９年 ７月２７日 

事務所の 

所在地 

〒733-0012 

広島市西区中広町一丁目 16番 4号 

職員数 ６８０名 売上高 ４４億３千万円 

経営理念 

「感謝と笑顔でご奉仕」を基本に下記の経営理念があります。 

一、 森羅万象に深く感謝いたします。 

二、 お客様の喜びが、喜びとなる喜びを求めて頑張ります。 

三、 仕事の垣根を越えてご奉仕致します。 

四、 世の進運に魁け豊かな社会の実現に貢献いたします。 

五、 手のひらをあわせて明るい職場を創り目標を達成いたします。 

主な 

業務内容 

ホテル事業（ひろしま国際ホテル・ホテルセンチュリー２１広島） 

料飲事業部（芸州・豆匠・ごはんや広島など） 

デリカ事業部（宅配弁当・学校給食など施設内食堂業務委託） 

指定管理事業（アルカディアビレッジ・広島サンプラザ本館） 

関連会社 日本基準寝具、西日本ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ、お好み焼き徳川等１１社 

経営方針 

東洋観光グループスローガンである「感謝と笑顔でご奉仕」を基本に５つの経営

理念のもと、地域を愛し、人を愛し、人に愛される心の琴線に触れる事業を展開

しております。 

類似事業の 

受託等実績 

廿日市市  アルカディアビレッジの指定管理 

廿日市市庁舎内にレストラン廿日市を出店 

廿日市市商工保健会館内にカフェプラザ 

広島県総合免許センターの受託 

広島県東部免許センター（福山市）受託  広島サンプラザ本館 

主な 

担当業務 

（コンソーシアムで申請する場合のみ記載） 

運営業務 
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 別紙② 

国民宿舎みやじま杜の宿に係る指定管理者候補者の選定について 

 

環境産業部観光課 

  

国民宿舎みやじま杜の宿の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年７月２日（月）から平成３０年８月８日（水）まで 

○ 申請者（受付順） 

・ 株式会社共立メンテナンス（東京都千代田区外神田二丁目１８番８号 代表取締役 上田 卓味） 

・ 株式会社合人社計画研究所（広島市中区袋町４番３１号 代表取締役 福井 滋） 

  ※東洋観光株式会社とのコンソーシアムでの申請 

・ 株式会社ＥＬＥＯＳ（廿日市市地御前２１８番１６号 代表取締役 岩﨑 竜三） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合点数方式（あらか

じめ定めた審査項目を評価し、審査基準ごとに総合評価し採点する方式）により採点を行い、合計点数の最も高い者を指

定管理者の候補者として選定する。 

（2） 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 配点ウェイト 

１ 市民の平等な利用が確保されて

いること。 

(1) 利用者の平等な利用の確保 

(2) 高齢者や障がいのある人等への配慮 
５点 

(1)が確保されない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限発揮するも

のであること及びその管理に係る

経費の縮減が図られるものである

こと。 

(1) 施設の効用の発揮（施設の目的との整合

性、利用者に対するサービスの向上、利用

促進への取組、利用料金） 

(2) 管理経費の縮減 

４５点 

３ 事業計画書に沿った管理を安定

して行う人的、物的能力を有して

おり、又は確保できる見込みがあ

ること。 

(1) 物的能力・人的能力（意欲や熱意、人員

体制及び組織体制、緊急事態や苦情処理等

への対応、個人情報等の適正な管理体制

等） 

(2) 安定性、実績等（財政基盤、実績等） 

５０点 

４ 施設の役割に適合した事業を行

う能力を有しているものであるこ

と。 

観光事業の発展と推進（観光客の滞在時間の

延伸等の提案、宿泊業その他観光関連事業者

等と相互発展） 

１５点 

５ その他、施設の目的を達成する

ために十分な能力を有しているも

のであること。 

(1) パートナーシップ（市との信頼関係に基

づくパートナーシップ） 

(2) 災害等の発生時の協力 

５点 

(1)が適切でない場合は失格 

合  計  点  数 １２０点 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、株式会社合人社計画研究所を指定管理者の候補者として選定した。 

順 位 １ ２ ３ 

団 体 名 

（点 数） 

㈱合人社計画研究所（Ａ） 

（９１．３） 

Ｂ 

（８５．５） 

Ｃ 

（７７．７） 

総 評 

・審査基準１は、各者とも適正と評価された。 

・審査基準２は、国民宿舎として、また観光事業の発展に資する施設としての効用を発揮させる具体的

な提案がなされていたため、Ａが最も優れた評価となった。管理に関する経費の縮減（納付金提案

額）についてもＡが最も優れた評価であった。 

・審査基準３は、物的・人的能力については、Ａの管理運営への意欲、熱意が評価され、財政基盤につ

いては、Ｂが最も高く評価された。 

・審査基準４は、ＡとＣの効果的な提案や地域活性化への提案が高く評価された。 

・審査基準５は、各者とも適正と評価された。 

・以上、総合的に優れていたＡが次期指定管理者の候補者として選定された。 

※点数は各委員の平均値 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１１５号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

3,047 3,147 3,247 3,400 3,900 16,741

500 500 500 500 500 2,500

1,500 1,700 2,000 2,500 3,000 10,700

1,047 947 747 400 400 3,541

3,047 3,147 3,247 3,347 3,447 16,235

0 0 0 53 453 506

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場）

廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場

廿日市市宮浜温泉一丁目19番43号

8,054人（平成29年度）

市民の健康増進を図り、地域の活性化の促進に寄与するとともに、温泉
保養地の魅力を高めるため。

グラウンド・ゴルフ場の事業の実施、利用の許可、利用促進、施設及び設
備の維持管理

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

別紙①のとおり

宮浜温泉地域管理組合

1,929千円（5年間の計）　（年平均　386千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 宮
みや

浜
はま

温泉
おんせん

地域
ちいき

管理
かんり

組合
くみあい

 

代表者氏 名
ふりがな

 上野
う え の

 純一
じゅんいち

 設立年月日 
1965年 

(平成 26年 4月 15日団体名変更) 

事務所の 

所在地 

〒739-0454 

廿日市市宮浜温泉 3-5-27 

職員数 ５名 売上高 － 

経営理念 

 本組合は旅館業法の趣旨に則り、旅客に最良なる宿泊を提供して公共の福祉に

寄与するため、組合員相互の連絡を緊密にし、旅館業に関する調査研究ならびに

経営の合理化を図り、併せて地域と業界の発展向上を期することを目的とする。 

 

主な 

業務内容 

 旅館ホテル業・飲食業 

 

 

 

 

経営方針 

 本組合は旅館業法の趣旨に則り、旅客に最良なる宿泊を提供して公共の福祉に

寄与するため、組合員相互の連絡を緊密にし、旅館業に関する調査研究ならびに

経営の合理化を図り、併せて地域と業界の発展向上を期することを目的とする。

また当グラウンドゴルフ場維持により、地域活性化、健康増進、にぎわい創出な

どを行い、地域にある温泉施設と絡め、交流人口の増大を図る。 

 

 

類似事業の 

受託等実績 

 特にありません。 
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 別紙② 

廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場に係る指定管理者候補者の選定について 

  

環境産業部観光課 

 

 廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月１３日（月）から平成３０年９月５日（水）まで 

○ 申請者 

宮浜温泉地域管理組合（廿日市市宮浜温泉三丁目５番２７号 組合長 上野 純一） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的との整合性 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

(4) 利用料金について 

(5) 管理運営に係る経費が、市が定める管理費内であること。 

３ 施設管理を安定して行う人的及

び物的能力 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

４ その他、施設の目的を達成する

ために十分な能力を有しているも

のであること。 

パートナーシップ（市との信頼関係に基づくパートナーシップ） 

※適切でない場合は失格 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、宮浜温泉地域管理組合を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 宮浜温泉地域管理組合 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・グラウンド・ゴルフ場のオープン当初から管理運営を行っており、今後も地域密着での管理運営がで

きる団体であること。 

・地域の温泉施設と連携した日帰りプランや宿泊プランを充実させ、利用者の増加が期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１１６号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 合計

80,880 83,970 85,350 250,200

40,000 38,000 36,000 114,000

18,180 18,870 19,770 56,820

22,700 27,100 29,580 79,380

77,410 81,214 82,961 241,585

3,470 2,756 2,389 8,615

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

６　主な提案内容

・ 地元住民の農産物の販売に力を入れ、新たな地元名産品の開発・販売に取り組む。

・

・ 支配人を広島リゾートと兼務させ、連携の向上を図る。

・

・ 雇用は吉和地域を中心に考え、難しい場合は佐伯地域まで拡げて取り組む。

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市吉和魅惑の里）

廿日市市吉和魅惑の里

廿日市市吉和１３２番地

吉和地域の豊かな自然に親しむ場を提供し、地域とのふれあいを通じた
広域的な交流と地域の活性化、あわせて市民及び来訪者の保健、休養
及び教育に資する。

項　　　目

収　　　入

金額（消費税及び地方消費税を含む。）
※

別紙①のとおり

魅惑の里の事業の実施に関する業務、利用の許可、利用促進、施設・設
備の維持管理（※園内の植栽管理、グラウンド・ゴルフ場の維持管理及
び園路等除雪は除く。）

40,200人（平成29年度）

支　　　出

収支の差

吉和地域内のレジャー施設とも協力しあい、地域全体での活性化を目指す。

「めがひらスキー場」、「クヴェーレ吉和」及び「ウッドワン美術館」と連携を図り、割引券配布や
スタンプラリー等を実施する。

指定管理料

利用料金

その他の収入
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 別紙① 

 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 株 式
かぶしき

会 社
がいしゃ

 広 島
ひろしま

リゾート
り ぞ ー と

 

代表者氏 名
ふりがな

 中 本
なかもと

 雅生
まさお

 設立年月日 昭和６２年３月３日  

事務所の 

所在地 

〒７３８－０２２４ 

廿日市市栗栖５０８ 

職員数 ３７名（パート含む） 売上高 ６３８,９５６,３６３円 

経営理念 

『挑 む』 

『商売とは座して待つものではなく、切り拓くものである』 

 

主な 

業務内容 

温泉・宿泊施設の運営 

スキー場の運営（冬季） 

きのこ製造販売 

 

 

経営方針 

地域とともに歩み、地域に貢献する。 

従業員個々の資質を活かし、地域に密着し社業に励む。 

企業は地域とともにある。そして従業員が地域に溶け込む事により、地域と一体

となって発展していく。 

 

 

類似事業の 

受託等実績 

 

な し 
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 別紙② 

廿日市市吉和魅惑の里に係る指定管理者候補者の選定について 

 

環境産業部吉和魅惑の里企画室 

  

廿日市市吉和魅惑の里の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年７月２日（月）から平成３０年８月３１日（金）まで 

○ 申請者（受付順） 

・ 株式会社第一ビルサービス（広島市中区大手町五丁目３番１２号 代表取締役 杉川 聡） 

・ 株式会社広島リゾート（廿日市市栗栖５０８番地 代表取締役 中本 雅生） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合点数方式（あらか

じめ定めた審査項目を評価し、審査基準ごとに総合評価し採点する方式）により採点を行い、合計点数の最も高い者を指

定管理者の候補者として選定する。 

（2） 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 配点ウェイト 

１ 市民の平等な利用が確保されて

いること。 

(1) 利用者の平等な利用の確保 

(2) 高齢者や障がいのある人等への配慮 
５点 

(1)が確保されない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限発揮するも

のであること及びその管理に係る

経費の縮減が図られるものである

こと。 

(1) 施設の効用の発揮（施設の設置目的との

整合性、利用者に対するサービスの向上、

利用促進への取組、利用料金） 

(2) 管理経費の縮減 

４５点 

３ 事業計画書に沿った管理を安定

して行う人的、物的能力を有して

おり、又は確保できる見込みがあ

ること。 

(1) 物的能力・人的能力（意欲や熱意、人員

体制及び組織体制、地域特性を把握した人

員確保、緊急事態や苦情処理等への対応、

個人情報等の適正な管理体制等） 

(2) 安定性、実績等（財政基盤、実績等） 

５５点 

４ 施設の役割に適合した事業を行

う能力を有しているものであるこ

と。 

地域の活性化（地元に住んで働いてくれる人

の雇用等、他の観光交流施設との協働、特産

館の運営継続） 

３０点 

５ その他、施設の目的を達成する

ために十分な能力を有しているも

のであること。 

パートナーシップ（市との信頼関係に基づく

パートナーシップ） 適切でない場合は失格 

合  計  点  数 １３５点 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、株式会社広島リゾートを指定管理者の候補者として選定した。 

順 位 １ ２ 

団 体 名 

（点 数） 

株式会社広島リゾート（Ａ） 

（９６．８） 
Ｂ 

総 評 

・審査基準１は、各者とも適正と評価された。 

・審査基準２は、地域の特性を熟知した上で、吉和地域全体の観光事業の発展に資する施設としての効

用を発揮させる具体的な提案がなされていたため、Ａが優れた評価となった。 

・審査基準３は、物的・人的能力について、Ａの類似施設の運営実績と、地域特性を把握した人員確保

策が評価され、財政基盤については、Ｂが高く評価された。 

・審査基準４は、Ａの吉和の観光資源の活用提案や、地域人材の活用に意欲的である提案が高く評価さ

れた。 

・審査基準５は、各者とも適正と評価された。 

・以上、総合的に優れていたＡが次期指定管理者の候補者として選定された。 

※点数は各委員の平均値 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

  

- 27 -



  

- 28 -



議案第１１７号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

941 941 941 941 941 4,705

208 208 208 208 208 1,040

733 733 733 733 733 3,665

- - - - - -

941 941 941 941 941 4,705

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

258隻（平成29年度）

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市漁船等巻揚施設）

廿日市漁船等巻揚施設

廿日市市地御前五丁目2574番地1

漁船等の安全な操業と維持管理を図り、もって漁業経営の安定に資する
ため。

漁船等の整備、補修等を行う場の提供、その他巻揚施設の目的を達成
するために必要な事業に関することを行う。

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

別紙①のとおり

地御前漁業協同組合

578千円（5年間の計）　（年平均　116千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 地
じ

御前
ご ぜ ん

漁業
ぎょぎょう

協同
きょうどう

組合
くみあい

 

代表者氏 名
ふりがな

 吉岡
よしおか

 晃
こう

 設立年月日 昭和２４年 ９月 ６日  

事務所の 

所在地 

〒738-0042 

広島県廿日市市地御前五丁目 10番 8号 

職員数 ５名 売上高 １億１，２３３万円 

経営理念 

 

組合員のために事業を行い、組合員の経済的、社会的地位を高める。 

 

 

主な 

業務内容 

 

購買、受託販売、共済事業 

 

 

 

経営方針 

 

組合事業を通し、漁業の生産能率を上げる。 

 

 

 

類似事業の 

受託等実績 

 

特になし。 
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 別紙② 

廿日市漁船等巻揚施設に係る指定管理者候補者の選定について 

  

環境産業部農林水産課 

 

 廿日市漁船等巻揚施設の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月２日（木）から平成３０年９月７日（金）まで 

○ 申請者 

地御前漁業協同組合（廿日市市地御前五丁目１０番８号 代表理事 吉岡 晃） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的との整合性 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 管理運営に係る経費が、市が定める管理費内であること。 

(2) 実現の可能性 

４ 施設管理を安定して行う人的及び物

的能力 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、地御前漁業協同組合を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 地御前漁業協同組合 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・主な利用者である漁業者と円滑な意思疎通が可能であること。 

・施設近傍に事務所を有し、利用者への柔軟な対応や緊急時の迅速な対応が可能な体制を確保している

こと。 

・以上の点から、業務の円滑な推進と効率的な運営が期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１１８号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 5,775

120 120 120 120 120 600

1,035 1,035 1,035 1,035 1,035 5,175

- - - - - -

1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 5,775

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

244隻（平成29年度）

公の施設の指定管理者の指定について（大野漁船等巻揚施設）

大野漁船等巻揚施設

廿日市市林が原一丁目7310番地14

漁船等の安全な操業と維持管理を図り、もって漁業経営の安定に資する
ため。

漁船等の整備、補修等を行う場の提供、その他巻揚施設の目的を達成
するために必要な事業に関することを行う。

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

別紙①のとおり

大野町漁業協同組合

666千円（5年間の計）　（年平均　133千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 大野町
おおのちょう

漁業
ぎょぎょう

協同
きょうどう

組合
くみあい

 

代表者氏 名
ふりがな

 畑野
は た の

 利男
と し お

 設立年月日 昭和２４年１２月１５日  

事務所の 

所在地 

〒738-0443 

広島県廿日市市沖塩屋三丁目 4番 21号 

職員数 ４名 売上高 ６，６３１万円 

経営理念 

 

協同組合の基本理念である「相互扶助」を旨とし、漁業の維持、存続及び漁業経

営の安定に努める。 

 

主な 

業務内容 

 

共済事業、購買事業、利用事業（船舶巻揚施設・筏作成場の運用）、指導事業及

びこれらに附帯する事業 

 

 

経営方針 

 

「堅実な組合経営の実践」を基本とし、漁業基盤の安定のため、各事業に取り組

むほか、各事業を通して組合員への還元を図る。 

 

 

類似事業の 

受託等実績 

 

特になし。 
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 別紙② 

大野漁船等巻揚施設に係る指定管理者候補者の選定について 

  

環境産業部農林水産課 

 

 大野漁船等巻揚施設の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月２日（木）から平成３０年９月７日（金）まで 

○ 申請者 

大野町漁業協同組合（廿日市市沖塩屋三丁目４番２１号 代表理事 畑野 利男） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的との整合性 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 管理運営に係る経費が、市が定める管理費内であること。 

(2) 実現の可能性 

４ 施設管理を安定して行う人的及び物

的能力 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、大野町漁業協同組合を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 大野町漁業協同組合 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・主な利用者である漁業者と円滑な意思疎通が可能であること。 

・施設近傍に事務所を有し、利用者への柔軟な対応や緊急時の迅速な対応が可能な体制を確保している

こと。 

・以上の点から、業務の円滑な推進と効率的な運営が期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１１９号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

482 482 482 482 482 2,410

338 338 338 338 338 1,690

144 144 144 144 144 720

- - - - - -

482 482 482 482 482 2,410

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

41隻（平成29年度）

公の施設の指定管理者の指定について（宮島漁船等巻揚施設）

宮島漁船等巻揚施設

廿日市市宮島町970番地11

漁船等の安全な操業と維持管理を図り、もって漁業経営の安定に資する
ため。

漁船等の整備、補修等を行う場の提供、その他巻揚施設の目的を達成
するために必要な事業に関することを行う。

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

別紙①のとおり

宮島漁業協同組合

1,286千円（5年間の計）　（年平均　257千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 宮島
みやじま

漁業
ぎょぎょう

協同
きょうどう

組合
くみあい

 

代表者氏 名
ふりがな

 森脇
もりわき

 賢
まさる

 設立年月日 昭和２４年１０月２９日  

事務所の 

所在地 

〒738-0588 

広島県廿日市市宮島町 974番地 9 

職員数 2名 売上高 ６，４００万円 

経営理念 

 

組合員が協同して経済活動を行い、漁業の生産能率を上げ、もって組合員の経

済的、社会的地位を高める。 

 

主な 

業務内容 

 

漁業用用品等の販売 

漁業共済等保険業務代行 

漁船保険業務代行 

 

経営方針 

 

組合員の漁業生産能率、利便性を上げ、もって経済的、社会的地位を高め、地

域社会との円滑な交流、発展を求める。 

 

類似事業の 

受託等実績 

 

特になし。 
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 別紙② 

宮島漁船等巻揚施設に係る指定管理者候補者の選定について 

  

環境産業部農林水産課 

 

 宮島漁船等巻揚施設の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月２日（木）から平成３０年９月７日（金）まで 

○ 申請者 

宮島漁業協同組合（廿日市市宮島町９７４番地の９ 代表理事 森脇 賢） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的との整合性 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 管理運営に係る経費が、市が定める管理費内であること。 

(2) 実現の可能性 

４ 施設管理を安定して行う人的及び物

的能力 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、宮島漁業協同組合を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 宮島漁業協同組合 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・主な利用者である漁業者と円滑な意思疎通が可能であること。 

・施設近傍に事務所を有し、利用者への柔軟な対応や緊急時の迅速な対応が可能な体制を確保している

こと。 

・以上の点から、業務の円滑な推進と効率的な運営が期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１２０号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

別紙①のとおり

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

74,783 74,783 74,783 74,783 74,783 373,915

74,783 74,783 74,783 74,783 74,783 373,915

- - - - - -

- - - - - -

74,783 74,783 74,783 74,783 74,783 373,915

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金

その他の収入

支　　　出

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市総合健康福祉センター）

項　　　目

社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

423,655千円（5年間の計）　（年平均　84，731千円）

金額（消費税及び地方消費税を含む。）
※

178,314人（平成29年度）

市民の健康の増進と福祉の向上を図り、あわせて市民の福祉活動を促
進するため。

廿日市市総合健康福祉センター

廿日市市新宮一丁目13番1号

施設・設備の維持管理、使用許可、使用料の徴収など
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 廿日市市
は つ か い ち し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

代表者氏 名
ふりがな

 蛯
えび

江
え

 紀
のり

雄
お

 設立年月日 昭和 49年 5月 20日  

事務所の 

所在地 

〒738-8512 

広島県廿日市市新宮一丁目 13番 1号 

職員数 
42名 

※平成 30年 4月 1日現在 
売上高 

65,913,556円 

※平成 28年度決算 

経営理念 
廿日市市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な

発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。 

主な 

業務内容 

社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 社会福祉に関する活動への住民

の参加のための援助 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連

絡、調整及び助成 その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 共同募金事業への

協力 福祉サービス利用援助事業 障害福祉サービス事業の経営 生活福祉資

金貸付事業 福祉人材バンク事業 法人後見事業 基金運営事業 福祉総合相

談事業 生活困窮者自立支援事業 生活支援体制整備事業 

廿日市市総合健康福祉センターの管理・経営 廿日市市休日・夜間急患診療所

施設の受託管理 廿日市市吉和福祉センターの管理・経営 廿日市市宮島福祉セ

ンターの管理・経営 

その他、当法人の目的達成のため必要な事業 

経営方針 

・みんなで支え合って暮らせる地域づくり 

・願いをカタチにしていく事業づくり 

・福祉の“わ”を広げる人づくり 

・魅力ある社協組織づくり 

類似事業の 

受託等実績 

・廿日市市総合健康福祉センターの管理、経営 

・廿日市市休日・夜間急患診療所施設の受託管理 

・廿日市市吉和福祉センターの管理、経営 

・廿日市市宮島福祉センターの管理、経営 
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 別紙② 

廿日市市総合健康福祉センターに係る指定管理者候補者の選定について 

  

福祉保健部福祉総務課 

 

 廿日市市総合健康福祉センターの指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月１７日（金）から平成３０年９月１１日（火）まで 

○ 申請者 

社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会（廿日市市新宮一丁目１３番１号 会長 蛯江 紀雄） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的に適した事業内容となっているか 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 当該施設の管理運営に係る市の経費 

(2) 実現の可能性 

４ 施設管理を安定して行う人的及び 

物的能力（又は確保できる見込み） 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

５ 地域の実情に応じた事業を行う能力 

(1) 地域の福祉活動に関する事業 

(2) 地域住民及び他の施設・団体との協働 

(3) 事業計画書に記載された内容の実現性 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・現在、施設管理を安全かつ的確に行っているという実績があること。 

・団体の運営、経営方針に基づき、各施設を拠点として展開している事業活動と一体的なセンター管理

が行われること。 

・地域福祉の推進と福祉施設としての拠点性の高まりが期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１２１号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

別紙①のとおり

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

12,168 12,168 12,168 12,168 12,168 60,840

12,168 12,168 12,168 12,168 12,168 60,840

- - - - - -

- - - - - -

12,168 12,168 12,168 12,168 12,168 60,840

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金

その他の収入

支　　　出

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市吉和福祉センター）

項　　　目

社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

77,715千円（5年間の計）　（年平均　15，543千円）

金額（消費税及び地方消費税を含む。）
※

4,789人（平成29年度）

高齢者又は障がい者の健康の増進と福祉の向上を図り、あわせて地域
における福祉活動の拠点とするため。

廿日市市吉和福祉センター

廿日市市吉和1771番地1

施設・設備の維持管理、使用許可、使用料の徴収など
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 廿日市市
は つ か い ち し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

代表者氏 名
ふりがな

 蛯
えび

江
え

 紀
のり

雄
お

 設立年月日 昭和 49年 5月 20日  

事務所の 

所在地 

〒738-8512 

広島県廿日市市新宮一丁目 13番 1号 

職員数 
42名 

※平成 30年 4月 1日現在 
売上高 

65,913,556円 

※平成 28年度決算 

経営理念 
廿日市市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な

発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。 

主な 

業務内容 

社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 社会福祉に関する活動への住民

の参加のための援助 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連

絡、調整及び助成 その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 共同募金事業への

協力 福祉サービス利用援助事業 障害福祉サービス事業の経営 生活福祉資

金貸付事業 福祉人材バンク事業 法人後見事業 基金運営事業 福祉総合相

談事業 生活困窮者自立支援事業 生活支援体制整備事業 

廿日市市総合健康福祉センターの管理・経営 廿日市市休日・夜間急患診療所

施設の受託管理 廿日市市吉和福祉センターの管理・経営 廿日市市宮島福祉セ

ンターの管理・経営 

その他、当法人の目的達成のため必要な事業 

経営方針 

・みんなで支え合って暮らせる地域づくり 

・願いをカタチにしていく事業づくり 

・福祉の“わ”を広げる人づくり 

・魅力ある社協組織づくり 

類似事業の 

受託等実績 

・廿日市市総合健康福祉センターの管理、経営 

・廿日市市休日・夜間急患診療所施設の受託管理 

・廿日市市吉和福祉センターの管理、経営 

・廿日市市宮島福祉センターの管理、経営 
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 別紙② 

廿日市市吉和福祉センターに係る指定管理者候補者の選定について 

  

福祉保健部福祉総務課 

 

 廿日市市吉和福祉センターの指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月１７日（金）から平成３０年９月１１日（火）まで 

○ 申請者 

社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会（廿日市市新宮一丁目１３番１号 会長 蛯江 紀雄） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的に適した事業内容となっているか 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 当該施設の管理運営に係る市の経費 

(2) 実現の可能性 

４ 施設管理を安定して行う人的及び 

物的能力（又は確保できる見込み） 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

５ 地域の実情に応じた事業を行う能力 

(1) 地域の福祉活動に関する事業 

(2) 地域住民及び他の施設・団体との協働 

(3) 事業計画書に記載された内容の実現性 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・現在、施設管理を安全かつ的確に行っているという実績があること。 

・団体の運営、経営方針に基づき、各施設を拠点として展開している事業活動と一体的なセンター管理

が行われること。 

・地域福祉の推進と福祉施設としての拠点性の高まりが期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１２２号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

別紙①のとおり

３　指定期間

平成31年4月1日から平成34年3月31日までの3年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 合計

30,134 30,134 30,134 90,402

30,134 30,134 30,134 90,402

- - - -

- - - -

30,134 30,134 30,134 90,402

0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金

その他の収入

支　　　出

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市大野福祉保健センター）

項　　　目

社会福祉法人いもせ聚楽会

154,850千円（5年間の計）　（年平均　30,970千円）

金額（消費税及び地方消費税を含む。）
※

11,413人（平成29年度）

地域における福祉保健活動の拠点となり、高齢者及び障がい者の健康
の増進及び福祉の向上並びに市民の健康づくりの推進に資するため。

廿日市市大野福祉保健センター

廿日市市大野4124番地

施設・設備の維持管理、使用許可、使用料の徴収など
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 いもせ聚
じゅ

楽会
らくかい

 

代表者氏 名
ふりがな

 櫻
さくら

 井
い

 正
まさ

 弥
み

 設立年月日 昭和 46年 9月 16日 

事務所の 

所在地 

〒739-0455 

広島県廿日市市大野 1680番地 3 

職員数 110名 売上高 3億 7千万円 

経営理念 

 福祉事業は「地域社会の幸せづくり」を基本理念とし、利用者が、個人の尊厳

を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるための一助に

なることを心掛けている。 

主な 

業務内容 

介護保険事業 

ふれあい居宅介護支援事業所・ヘルパーステーションふれあい・ふれあいデイサ

ービス・デイサービスセンターみどり・老人介護支援センター宮島ふれあい・廿

日市市包括支援センター相談窓口・短期入所生活介護事業所・地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護 

障がい福祉サービス事業 

相談支援事業所いっぽ・大野ふれあい生活介護事業所・ヘルパーステーションふ

れあい 

経営方針 

 地域福祉を推進するため総合型の福祉事業を展開することを大きな目的とし

ており、社会事業はもとより地域の課題を整理し、法人としての解決策を事業計

画として策定するという基本姿勢を続けていき、地域の問題を地域の方々と協力

し合い、解決に向けた取組を行う。 

類似事業の 

受託等実績 

宮島地域介護予防教室（まめでいきいき元気教室） 

宮島地域配食サービス 

宮島地域における百才体操の推進 
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 別紙② 

廿日市市大野福祉保健センターに係る指定管理者候補者の選定について 

  

福祉保健部福祉総務課 

 

 廿日市市大野福祉保健センターの指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月１７日（金）から平成３０年９月１１日（火）まで 

○ 申請者 

社会福祉法人 いもせ聚楽会（廿日市市大野１６８０番地３ 理事長 櫻井 正弥） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的に適した事業内容となっているか 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 当該施設の管理運営に係る市の経費 

(2) 実現の可能性 

４ 施設管理を安定して行う人的及び 

物的能力（又は確保できる見込み） 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

５ 地域の実情に応じた事業を行う能力 

(1) 地域の福祉活動に関する事業 

(2) 地域住民及び他の施設・団体との協働 

(3) 事業計画書に記載された内容の実現性 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、社会福祉法人 いもせ聚楽会を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 社会福祉法人 いもせ聚楽会 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・現在、施設管理を安全かつ的確に行っているという実績があること。 

・当団体は、旧大野町社会福祉協議会から介護保険サービスや障害福祉サービス事業など、主に事業部

門を引き継いで設立された団体であるため、地域の福祉に関わる事情に精通していること。 

・地域福祉の推進を掲げ、センター内で各種事業を展開していることから、地域福祉活動の一翼を担う

ことが期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議案第１２３号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

別紙①のとおり

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

16,064 16,064 16,064 16,064 16,064 80,320

16,064 16,064 16,064 16,064 16,064 80,320

- - - - - -

- - - - - -

16,064 16,064 16,064 16,064 16,064 80,320

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金

その他の収入

支　　　出

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市宮島福祉センター）

項　　　目

社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会

121,765千円（5年間の計）　（年平均24，353千円）

金額（消費税及び地方消費税を含む。）
※

4,115人（平成29度）

高齢者又は障がい者の健康の増進と福祉の向上を図り、あわせて地域
における福祉活動の拠点とするため。

廿日市市宮島福祉センター

廿日市市宮島町960番地2

施設・設備の維持管理、使用許可、使用料の徴収など
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

 廿日市市
は つ か い ち し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

代表者氏 名
ふりがな

 蛯
えび

江
え

 紀
のり

雄
お

 設立年月日 昭和 49年 5月 20日  

事務所の 

所在地 

〒738-8512 

広島県廿日市市新宮一丁目 13番 1号 

職員数 
42名 

※平成 30年 4月 1日現在 
売上高 

65,913,556円 

※平成 28年度決算 

経営理念 
廿日市市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な

発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図る。 

主な 

業務内容 

社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 社会福祉に関する活動への住民

の参加のための援助 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連

絡、調整及び助成 その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために

必要な事業 

保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 共同募金事業への

協力 福祉サービス利用援助事業 障害福祉サービス事業の経営 生活福祉資

金貸付事業 福祉人材バンク事業 法人後見事業 基金運営事業 福祉総合相

談事業 生活困窮者自立支援事業 生活支援体制整備事業 

廿日市市総合健康福祉センターの管理・経営 廿日市市休日・夜間急患診療所

施設の受託管理 廿日市市吉和福祉センターの管理・経営 廿日市市宮島福祉セ

ンターの管理・経営 

その他、当法人の目的達成のため必要な事業 

経営方針 

・みんなで支え合って暮らせる地域づくり 

・願いをカタチにしていく事業づくり 

・福祉の“わ”を広げる人づくり 

・魅力ある社協組織づくり 

類似事業の 

受託等実績 

・廿日市市総合健康福祉センターの管理、経営 

・廿日市市休日・夜間急患診療所施設の受託管理 

・廿日市市吉和福祉センターの管理、経営 

・廿日市市宮島福祉センターの管理、経営 
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 別紙② 

廿日市市宮島福祉センターに係る指定管理者候補者の選定について 

  

福祉保健部福祉総務課 

 

 廿日市市宮島福祉センターの指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月１７日（金）から平成３０年９月１１日（火）まで 

○ 申請者 

社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会（廿日市市新宮一丁目１３番１号 会長 蛯江 紀雄） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的に適した事業内容となっているか 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 当該施設の管理運営に係る市の経費 

(2) 実現の可能性 

４ 施設管理を安定して行う人的及び 

物的能力（又は確保できる見込み） 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

５ 地域の実情に応じた事業を行う能力 

(1) 地域の福祉活動に関する事業 

(2) 地域住民及び他の施設・団体との協働 

(3) 事業計画書に記載された内容の実現性 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会 

総合判定 適 

総 評 

【評価した点】 

・現在、施設管理を安全かつ的確に行っているという実績があること。 

・団体の運営、経営方針に基づき、各施設を拠点として展開している事業活動と一体的なセンター管理

が行われること。 

・地域福祉の推進と福祉施設としての拠点性の高まりが期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１２４号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

243,825 245,298 239,098 239,798 240,498 1,208,517

181,524 181,524 181,524 181,524 181,524 907,620

24,420 24,420 24,420 24,420 24,420 122,100

37,881 39,354 33,154 33,854 34,554 178,797

243,540 245,031 238,825 239,531 240,227 1,207,154

285 267 273 267 271 1,363

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

公の施設の指定管理者の指定について
（はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリー）

204,320人（平成29年度）

はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリー

廿日市市下平良一丁目11番1号

文化振興に関する各種事業の実施及び文化施設の管理運営

文化の振興及び交流を図り、文化の香り高いまちの創造に寄与する
ため。
美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、文化の発展に寄与
するため。

項　　　目

別紙①のとおり

金額（消費税及び地方消費税を含む。）
※

公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団（H30.４.１名称変更）

877,275千円（5年間の計）　（年平均 175,455千円）

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団体概要書 

団体名
ふりがな

 公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

 廿日市市
は つ か い ち し

芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

振興
しんこう

事業団
じぎょうだん

 

代表者氏 名
ふりがな

 濵本
はまもと

 恵
よし

康
やす

 設立年月日 平成６年９月１日 

事務所の 

所在地 

〒７３８－００２３ 

広島県廿日市市下平良一丁目１１番１号 

職員数 １３名（臨時職員を除く） 売上高 292,847,896円（平成 29年度） 

経営理念 

 市民の文化活動の普及振興を図るため、各種の文化事業等を自主的に展開し、

市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の創造、市の文化の普及、発展

等に寄与することを目的とする。 

主な 

業務内容 

  

文化振興に関する各種事業の実施及び文化施設の管理運営 

 

経営方針 

 優れた芸術文化の提供や文化活動の機会の拡充等に努めるとともに、地域文化

の振興を図る。 

 はつかいち音楽祭を始めとする各種主催事業の開催を通して、廿日市市の文化

度を高めるとともに、はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーをア

ピールする。 

 指定管理者として、はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの円

滑な管理運営に努める。 

 

類似事業の 

受託等実績 

廿日市市よりはつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの指定管理

者の指定を受けて平成１８年４月から１期目、平成２１年４月から２期目、平成

２６年４月から３期目の管理を行っている。 
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 別紙② 

はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーに係る指定管理者候補者の選定について 

  

  教育部生涯学習課 

 

 

 はつかいち文化ホール及びはつかいち美術ギャラリーの指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年８月６日（月）から平成３０年８月３１日（金）まで 

○ 申請者 

公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団（廿日市市下平良一丁目１１番１号 代表理事 濵本恵康） 

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングをもとに、各委員が適否の判定を

行い、その結果により指定管理者候補者として選定する。 

 

 (2) 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 

１ 平等利用確保 
利用者の平等な利用の確保 

※確保できていない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限に発揮 

(1) 施設の設置目的との適合性 

(2) 利用者に対するサービスの向上 

(3) 利用促進、利用者増への取組 

(4) 利用料金について 

(5) その他、新規、魅力的な提案の有無 

３ 管理に係る経費の縮減 
(1) 管理運営に係る経費が、市が定める管理費内であること。 

(2) 実現の可能性 

４ 施設管理を安定して行う人的及び物

的能力 

(1) 申請者の実績 

(2) 人的能力（管理運営組織） 

(3) 物的能力 

(4) 申請者の安定性、信頼性 

(5) 申請者の取組姿勢 

 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団を指定管理者の候補者として選定した。 

申請者 公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団 

総合判定 適 

総評 

【評価した点】 

・現在、施設管理を安全かつ適切に行っているという実績があること。 

・管理運営を安定して行う人的能力、物的能力が優れていること。 

・芸術、文化の交流拠点としての高まりが期待できること。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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議案第１２５号　関係資料

１　施設の概要

（1） 名称

（2） 所在地

（3） 設置目的

（4） 事業概要

（5） 年間利用者数

（6） 現在の指定管理者

（7） 現在の指定管理料

２　指定管理者として指定する団体の概要

３　指定期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間

４　選定結果

別紙②のとおり

５　収支計画 （単位：千円）

平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 合計

314,800 314,800 314,800 314,800 314,800 1,574,000

207,800 207,800 207,800 207,800 207,800 1,039,000

63,500 63,500 63,500 63,500 63,500 317,500

43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 217,500

314,800 314,800 314,800 314,800 314,800 1,574,000

0 0 0 0 0 0

※ 現時点の消費税及び地方消費税率で積算

６　主な提案内容

・ 施設の維持管理に、ＩＳＯ品質マネジメントシステムを導入

・ 利便性の向上として、無料遊具の貸し出し、Wi-Fiの設置等

・ 供用日は毎日（スポーツセンターに限り毎月１回は休館）

・ 供用時間は条例どおり（スポーツセンターに限り３０分早く開館）

・ 利用料金は現行どおり

・ 峰高公園駐車場混雑緩和のため、系列のショッピングセンターを臨時駐車場として利用

・

・ 佐伯総合スポーツ公園の管理における地域の活性化やまちづくりへの貢献

・ けん玉ワールドカップ、トライアスロン大会その他の大規模イベントへの協力

・ 職員の地元雇用率90％以上

公の施設の指定管理者の指定について（廿日市市スポーツセンター等）

市民の健康増進及び競技力の向上に寄与するため。

スポーツ振興に関する各種事業の実施及び施設の管理運営

561,279人（平成29年度）

廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ
公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸
上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート並びに廿日市市サッ
カー場

廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場：廿日市市串戸六丁
目1番1号
佐伯総合スポーツ公園：廿日市市津田545番地
廿日市市サッカー場：廿日市市地御前北一丁目2番1号

ポラーノグループ廿日市

1,078,969千円（5年間の計）　（年平均　215,794千円）

別紙①のとおり

項　　　目
金額（消費税及び地方消費税を含む。）

※

利用促進として系列のネットワークの活用、利用者増としてデジタルサイネージの導入、神楽や忍
者体験等のイベントを実施

その他の収入

支　　　出

収支の差

収　　　入

指定管理料

利用料金
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 別紙① 

 

団 体 概 要 書 

ふりがな かぶしきがいしゃ いずみてくの 

団 体 名 株式会社イズミテクノ 

ふりがな とくだ たかし 

設立年月日 平成3年   3月   1日 
代表者氏名 徳田 隆 

事 務 所 の 

所 在 地 

〒733-0833 

広島市西区商工センター2-3-1 

職 員 数 1,931名 売 上 高 130億円 

経 営 理 念 

お客様の満足度 NO.1を目指す 

エキサイティングカンパニー実現を目指す 

働き甲斐のある企業を目指す 

主 な 

業 務 内 容 

イズミグループが展開する、商業施設の設備・清掃・警備及び 

保全工事業務・建築業務 

指定管理業務（運営・企画・維持管理業務） 

 

経 営 方 針 

お客様第一を実践する 

予算を責任を持って実行する 

カイゼンをし続ける 

明るく、風通しの良い職場を作る 

働くスタイルは率先垂範、「愚直に 地道に 徹底的に」 

類似事業の 

受託等実績 

広島県立びんご運動公園 指定管理者業務受託 

東広島運動公園 指定管理者業務受託 

広島県立美術館・縮景園 指定管理者業務受託 

ほか、指定管理者業務受託 

 

主 な 

担 当 業 務 

（コンソーシアムで申請する場合のみ記載） 

統括管理・経理・企画・維持管理業務 
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 別紙① 

 

団 体 概 要 書 

ふりがな しんこーすぽーつちゅうごく かぶしきがいしゃ 

団 体 名 シンコースポーツ中国株式会社 

ふりがな いしざき かつみ 
設立年月日 平成28年4月1日 

代表者氏名 代表取締役 石崎克己 

事 務 所 の 

所 在 地 

〒732-0055 

広島県広島市東区東蟹屋町５番５号 

職 員 数 
0人：事業移管中につき 

※2,831名（親会社） 
売 上 高 

0円：事業移管中につき 

※8,976,446千円（親会社） 

経 営 理 念 

【私たちの役割】 

 スポーツ・文化施設管理運営専門会社として、私たちプロ集団は、創意・工

夫を合言葉によりよい人間形成の場とし地域社会に貢献していきます。 

【私たちの目指す企業像】 

『良い会社で強い会社』を目指します。 

 良い会社とは … 約束を守れる誠実な会社。世間に信頼される夢のある会社

であり従業員も家族も胸を張って誇れる会社 

 強い会社とは … 適正な利潤を上げ、社会に貢献する会社。すなわち良い会

社にしようとすれば必ず強い会社になれる。 

主 な 

業 務 内 容 

・公共施設管理運営（スポーツ施設・福祉施設・文化施設・温浴施設など） 

・各種スポーツ教室指導業務 

・介護予防運動指導業務 

・スポーツ用品販売、リース                   等 

経 営 方 針 

私たちシンコースポーツは、全ての人が安全で快適にスポーツを楽しめるよう、

スポーツ施設の管理・運営に高い技術と総合力を発揮し、施設の企画・立案段

階からノウハウをご提供いたします。私たちは、この事業を通じて、人と街の

活性化、いきいきと健康的なコミュニティ作りに貢献いたします。 

類似事業の 

受託等実績 

・シンコースポーツ中国株式会社 

施設名 所在地 受託内容 期間 

周南市永源山公園 山口県周南市 指定管理者 Ｈ28.4.1～Ｈ33.3.31 

府中市総合体育館 広島県府中市 指定管理者 Ｈ29.4.1～Ｈ34.3.31 

ラ・ペアーレ浜田 島根県浜田市 指定管理者 Ｈ30.4.1～Ｈ35.3.31 

※周南市、府中市は平成30年度より、親会社より事業移管（協定変更） 

・シンコースポーツ株式会社（100％出資会社）全国２６７施設 

主 な 

担 当 業 務 

（コンソーシアムで申請する場合のみ記載） 

運営担当（総合受付、トレーニング室、プール、教室事業など） 

 

- 63 -



 

 別紙② 

廿日市市スポーツ施設に係る指定管理者候補者の選定について 

 

教育部生涯学習課 

 

 廿日市市スポーツ施設の指定管理者候補者を選定した。 

 

１ 募集の概要 

○ 募集期間 

平成３０年７月２日（月）から平成３０年８月８日（水）まで 

○ 申請者（受付順） 

・ セイカスポーツ・鹿島建物・西尾園芸共同事業体 

代表構成員 

株式会社セイカスポーツセンター（鹿児島県鹿児島市宇宿二丁目１８番２７号 代表取締役 玉川 文生） 

・ 廿日市市スポーツ施設管理グループ 

   代表構成員 

   株式会社第一ビルサービス（広島市中区大手町五丁目３番１２号 代表取締役 杉川 聡） 

・ フィットインジャパン株式会社（広島市南区宇品西四丁目４番１８号 代表取締役 手嶋 恵） 

・ ポラーノ・ミズノスポーツサービス・ユニサス共同企業体 

   代表構成員 

   特定非営利活動法人ポラーノ（広島市中区南吉島一丁目２番３７号 理事長 松村 公市）  

  ・ イズミテクノ・シンコースポーツ共同企業体 

     代表構成員 

     株式会社イズミテクノ（広島市西区商工センター二丁目３番１号 代表取締役 徳田 隆）  

 

２ 審査の概要と結果 

 (1) 審査の方法 

 廿日市市指定管理者選定委員会において、申請者からの申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合点数方式（あらか

じめ定めた審査項目を評価し、審査基準ごとに総合評価し採点する方式）により採点を行い、合計点数の最も高い者を指

定管理者の候補者として選定する。 

（2） 審査基準 

審 査 基 準 審 査 の 観 点 配点ウェイト 

１ 市民の平等な利用が確保されて

いること。 
利用者の平等な利用の確保 確保されない場合は失格 

２ 施設の効用を最大限発揮するも

のであること。 

(1) 施設の設置目的に沿った事業提案 

(2) 施設の維持管理及び利用者に対するサービ

スの向上についての提案 

(3) 利用促進や利用者増への取組の提案 

(4) 利用料金設定額及び理由・考え方 

(5) その他（自主事業と市民・市民団体利用の

バランス、魅力的な提案等） 

(6) スポーツの振興に対する熱意及び提案した

事業の実現性 

６０点 

３ 管理に係る経費の縮減 

(1) 指定予定期間内の年度ごと及び全体の収支

計画 

(2) 管理経費の縮減に関する方針や創意工夫 

１０点 

４ 管理を安定して行う人的及び物

的能力 

(1) 実績（類似施設の運営実績、ノウハウ等） 

(2) 人的能力（組織体制、有資格者の確保、人

材育成方針等） 

(3) 応募者の安定性、信頼性 

(4)「管理を安定して行う人的及び物的能力」

及び提案した事業の実現性 

４０点 

合  計  点  数 １１０点 
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 別紙② 

 (3) 審査結果 

 審査結果は次のとおりで、イズミテクノ・シンコースポーツ共同企業体を指定管理者の候補者として選定した。 

順 位 １ ２ ３ ４ ５ 

団 体 名 

（点 数） 

イズミテクノ・シンコースポーツ 

共同企業体（Ａ） 

（８３．３） 

Ｂ 

（８０．２） 

Ｃ 

（７９．５） 

Ｄ 

（６９．５） 

Ｅ 

（６０．３） 

総 評 

・審査基準１は、各申請者とも適正と評価された。 

・審査基準２は、各申請者とも施設の効果を最大限に発揮するための具体的な提案がなされていたが、Ａの

地域活性化への提案が高く評価された。 

・審査基準３は、Ｂが最も高く評価されたが、Ａについても、管理経費の縮減に関する方針や創意工夫につ

いて具体的な提案が評価された。 

・審査基準４は、Ａは類似施設の運営実績、ノウハウを有しており、財務状況も良好であったため、高く評

価された。 

・以上を踏まえ、Ａの評価点数は最も高いものであった。 

※点数は各委員の平均値 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
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